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〔 京都市文化芸術振興条例（仮称）の内容検討に際しての考え方 〕 
 

提言にあたって 

 
 文化芸術は京都の宝，京都市民の心の財産です。世界の中の日本で，1200年
余の歴史を刻み，美しい自然に包まれて，京都の先人たちはかけがえのない文
化を生み芸術を育んできました。その洗練された文化芸術は日本人の美意識の
結晶にほかなりません。世界にまたとない人類共有の遺産です。 
 人間の生存にとって，文化芸術は自由のシンボル，そして地球上の平和の証
しです。２１世紀は，地域を越え，宗教や人種・民族をつなぐ新しい自由と真
の平和を求めています。文化芸術の交流は人びとの出会いを演出します。人び
とに生きる喜びを促し，感動を分かち合う働きをもっています。 
 かつて明治以来，京都は逸早く日本の文化首都を標榜して，文化芸術の振興
を都市再生の重要な視座に据えてきました。 
 いわば先進的な文化都市を自負する京都が，すでに世界の諸都市にさきがけ
て，互いに異なった歴史と文化の伝統を認め合いながら，「世界文化自由都市宣
言」（１９７８年）を呼びかけたのも，京都の古い文化遺産に対する誇りと，上
述のような文化芸術の本質を認識するとともにその働きに対する深い洞察から
でありました。 
 さらに続いてこの「宣言」が掲げる理想の実現に向け，京都市芸術文化振興
計画（１９９６年）を発表し，加えて同推進プログラム（２００３年）の施行
に踏み切りました。また，具体的な芸術・文化祭典の催しや各種の文化施設の
整備，奨励制度などの充実にも次々と取り組んでいます。 
 あらためて今，京都市文化芸術振興条例（仮称）を検討するに当たって，策
定協議会は何よりも「市民とともに」を第一義とし，広く市民各層の声を集め，
意志の反映を心掛けました。一般の条例が市民に対して規制を伴うのに比べ，
本条例は，あくまで市民各層の自立性あるいは自発性に判断や実践を委ねなけ
ればなりません。 
 この提言には，次の四つの市民的使命と抱負，そして願望がちりばめられて
います。 
（１）市民参加を前提とした文化芸術の新しい京都像の構築。そして心と生活

の日本的アイデンティティの再認識 
（２）日常的に共有する恵まれた文化環境の享受と保全 
（３）伝統が秘める革新的原動力の活用と都市の発展 
（４）世界的視野に立つ文化芸術の創造の持続と国際交流への貢献 
 これらの目標に京都市の総力を上げ，京都市民の叡智と感性を結集して，将
来にわたって必ずやその達成を期したいと考えます。 
 今回の提言はいうまでもなく，これまで京都市が実施してきた文化芸術の振



 

興に関する多くの施策を総括し，あわせて歴史都市・京都創生策と連動しなが
ら一貫性のある理念的指針を確立するとともに，具体的な市民の期待に応える
諸施策を重点的に掲げています。この提言を踏まえた条例を拠にして，市民全
員が手を取り合い，豊かな物心両面の個々の生活や公共的な場での活力の横溢，
そして相互の連帯が図られることを念じます。ここに文化芸術都市京都の理想
を目指し，輝く未来への飛躍を心から願ってやみません。 
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は  じ  め  に 

 

京都市文化芸術振興条例（仮称）策定協議会は，平成１６年１０月，京都の
文化芸術をより一層振興するための条例に盛り込むべき事項について市長から
諮問を受け，5回の会議を重ね，検討を進めてきた。 
ここに，現段階での検討内容を中間報告としてとりまとめ，以下のとおり条

例に盛り込むべき事項を提言する。 
 

 
１ この中間報告は，「文化芸術振興条例（仮称）に盛り込むべき事項」
を取りまとめたものであり，条例そのものの本文や，条例の骨子では
ありません。 

 
２ 中間報告の中で，〔 〕で囲まれた内容は，条例に盛り込むべき事
項」の背景や考え方を説明するためのものです。 

 



 

１ 条例の名称について 
 

京都市文化芸術創生条例 

 
２ 前文について 

 
 
京都市は１９５８年に市長部局に文化観光局を設置し，１９７８年

には「世界文化自由都市宣言」を行い，さらに１９９６年には「芸術
文化振興計画」を策定するなど，たえず全国の地方自治体に先がけて
文化芸術の振興に取り組んできた。このような一連の動きには，他の
都市に例を見ない，京都独自の文化のありようが反映していることは
いうまでもない。 

    京都の文化芸術の特徴や京都市の取組の経緯を踏まえたうえ，この
条例に前文を設け，次のような内容を盛り込むべきである。 

 

 

 
・ 京都の文化芸術は長い歴史をとおしてはぐくまれてきた伝統をふまえると
同時に，つねに外からの刺激を受容し咀嚼して，新たなものの創造へと向か
う姿勢を保ち続けてきた点に特徴がある。 

 

 
京都の文化芸術は１２００年以上にわたる歴史をもつ都市を舞台に

して成長してきたという，世界的にもまれな性格を有している。この
ように京都が文化芸術都市としてありつづけている点，現在の京都が
必要としているのはまったくの無からの文化芸術の育成ではなく，す
でに存在するすぐれたものの発展的な継承とそれをふまえた新たなる
創造である点を勘案するならば，「振興」や「推進」よりも「創生」と
いう語をふくむ名称を採用することによって，条例がより京都にふさ
わしい性格を持つべきであると考えられる。                   
 



 

・ それはまた市内の各地に残る建築物をはじめとする独特の景観と溶けあう
ことで，都市空間全体をひとつの舞台として展開されるものである。 

 
・ 世界的にもまれな性格を有する京都が現在必要としているのはまったくの
無からの文化芸術の育成ではなく、すでに存在するすぐれたものの発展的な
継承とそれをふまえた新たなる創造である。すなわち文化芸術による都市の
創生が求められる。 

 
・ 京都が文化芸術都市として課せられた使命を再認識し、現代世界において
重要な役割を果たすためには次の３点を視野に置くことが求められる。 

 
（１）文化芸術はその創造的活動をとおして，作り手のみならず受け手にもひ
ととして生きる大きな喜びと幸福をもたらすものである。 

 
（２）文化芸術はさまざまな人間の自由な交流をとおして，世界の中で人びと
を隔てる障壁を取り払い平穏な共生をもたらすものである。 

 
（３）文化芸術は歴史と伝統を源泉として発展し，そのたえざる見直しと活用
をとおして，過去を現在に，そしてさらに未来へとつなぐものである。 

 
・ 私たちは京都の文化の幅の広さと奥行きの深さとを，ここであらためて，
再認識するとともに，それを将来の世代に引き継いでゆく方途をさぐり定め
なければならない。 

 
３ 条例の目的について 
   
 この条例は，京都の文化芸術の創生を図る上での基本理念を明らかにすると
ともに，市と市民の責務，文化芸術の創生に関する施策の基本となる事項を定
め，京都の文化芸術創生を進めることを目的とする。  



 

４ 条例の基本理念について 
 
 

 
 
（１）文化芸術創造活動の継続と発展 

京都に蓄積されてきた伝統的文化を継承するとともに，そこに創意工夫を
加えて現代社会の中に生かし，また未来に向けて発展させてゆくために，後
継者の育成，表現の場の開拓，有形・無形を問わずすぐれた文化財の保存と
研究などを支える。 

 
（２）都市生活における文化芸術の尊重 

文化や芸術は，劇場や展覧会などの場において享受されるだけでなく，そ
れらが日常生活のなかに息づいていることに真の意味がある。この認識に立
ったうえで，市民が文化芸術を享受できる機会をいっそう拡大させるととも
に，さまざまな水準での教育をとおして，文化芸術に対する理解と尊重の念
を育て，いわゆる「目利き」の育成に努める。 

 
（３）文化芸術交流の促進 

日本のみならず世界でも有数の文化芸術都市のひとつである京都は，その
内部で閉鎖的な空間にとどまるのではなく，国内・外との積極的な文化芸術
交流（発信と受容）をとおして，新たな文化芸術の創造の拠点となることを
めざす。 

 
（４）文化芸術環境の向上とその活用 

景観や文化財もふくめて京都の文化芸術に独自の性格を与えてきた都市環
境を保護しまた向上させるとともに，それを新たな時代の流れの中で活用し

京都市芸術文化振興計画（1996年）で示され，京都市芸術文化
振興計画推進プログラム（2003年）に引き継がれた， 
（１）新たな芸術文化の創造をめざす 
（２）世界の芸術文化交流の拠点となる 
（３）芸術文化活動を生活や産業と連動させる 
という 3 つの基本的視点にいっそう具体的なかたちを与えるため
に，次の 5 つの基本的理念を設定し，その精神にもとづいて，具
体的な施策を設定することが必要である。 
 



 

てゆくための，ハード・ソフト両面でのさまざまな方途をさぐる。 
 
（５）文化芸術と産業の連携 

京都の文化芸術は市民の生活，自然的および社会的環境に加えて，伝統産
業と結びついて発展してきた。逆にまたこの都市の産業は伝統的のみならず
先端的なものも，文化芸術から多くの刺激と影響を受けて成長してきた。文
化芸術と産業とのこの二重の関係に目を向けて，両者の一層の振興を図って
ゆく。 

 
５ 市及び市民の責務について 
 
（１）市の責務 
 市は，文化芸術の担い手と受け手をコーディネートする文化芸術活動の媒
介者という役割を担っていることを踏まえて，文化芸術を振興するための施
策を策定し，その実施に努めること。 

（２）市民の責務 
  すべての市民は，文化芸術の作り手であり，また受け手である。文化芸術
を日常生活の中に息づかせていくことの重要性を踏まえて，京都の文化芸術
とは何かを認識し，それを次世代へ受け継いでいくこと。 

 
 
６ 財政上の措置等について 
 文化芸術施策を推進するために必要な財源の確保は，文化芸術の創生を図る
上での最重要課題の一つである。 
 
 
７ 具体的な施策について 

 
（１）文化芸術創造の継続・発展 

①芸術創造の振興 
京都のまちは，永年にわたり常に新たな文化芸術を生み出し続け，我が国

の文化の中心としての地位を占めてきた。今後もより一層の文化芸術創造を
促すため，市は，文学，音楽，美術，写真，演劇，舞踊，メディア芸術その
他の文化芸術の振興のため，必要な措置を講じる。 

 
 



 

②伝統芸能の保存・継承 
京都のまちは，永年の歴史の中で優れた伝統芸能を守り発展させてきた。

市は，京都の伝統芸能が，着実に次代に引き継いでゆかれるとともに，文化
の振興のために活用されるよう，必要な措置を講じる。 

 
③若手芸術家をはじめとする文化芸術の担い手の育成 
将来に向けて文化芸術活動を担う人材・団体を育成し，活性化を図るため，

市は，必要な措置を講じる。 
 

④文化芸術に係る教育研究機関等の整備等 
京都には多数の芸術系大学や専門機関が立地している。大学等における研

究成果等の活用が都市の活性化に資すること及び専門的な芸術教育の重要
性を踏まえて，市は，芸術家等の養成及び文化芸術に関する調査研究のため
の環境を整備する。 

 
⑤芸術教育の充実 
幼児期から本物の芸術に触れる体験を重ねることは，将来において芸術文

化を理解する感性を養う上で重要な意味を有している。市は，芸術教育の充
実を図るため必要な措置を講じる。 

 
⑥民間団体等に対する援助 
市は，文化芸術の振興に当たっては，市民，芸術家，企業，ボランティア

団体，ＮＰＯその他の民間団体による文化芸術活動の意義を評価し，活動の
活性化のために必要な措置を講じる。 

 
⑦顕彰の実施 
文化芸術活動のより一層の活性化を図るため，市は，文化芸術活動で顕著

な成果を収めた方，文化芸術の振興に功績のあった方を顕彰すること。 
 
（２）都市生活における文化芸術の尊重 

①市民の文化芸術活動の充実 
市は，市民が文化芸術に触れて理解を深めるとともに，文化芸術活動を活

発に行えるよう，コーディネーター機能の重要性を正しく認識し，地域の特
性に応じた事業展開を図るなど，市民の文化芸術活動を充実するために必要
な施策を講じる。 

 



 

②生活文化の理解と尊重 
京都のまちのくらしの中で育まれ，洗練された生活文化は，京都市民の共

有する財産であり，京都の都市生活の中に根差している。市は，生活文化（茶
道，華道，書道その他の生活に係る文化をいう。）に関する活動への支援や，
市民が生活に根付いた文化を楽しむために必要な施策を講じる。 

 
③文化芸術の理解，鑑賞 
文化芸術の理解を促す上では，本物といえる優れた作品に触れ，親しむこ

とが重要である。市民が優れた文化芸術に触れ，広く文化芸術を理解し，参
加し，鑑賞する機会の充実を図るために必要な施策を講じる。  

 
④高齢者，障害者等の文化芸術活動の充実 
高齢者，障害者をはじめ，すべての市民が自己の好みの文化芸術活動に親

しみ，充実できるよう，市において環境の整備やその他の必要な施策を講じ
る。 

 
⑤青少年の文化芸術活動の充実 
明日の文化芸術を担う青少年が優れた文化芸術に触れる機会を増やし，文

化芸術に対する理解を深めることができるよう，芸術文化に触れる機会を増
やすことが必要である。青少年を対象とした文化芸術の公演，展示等への支
援，青少年による文化芸術活動への支援など必要な施策を講じる。 

 
⑥学校教育における文化芸術活動の充実 
学校教育における文化芸術活動は，明日の京都を担う子どもたちが本物に

触れる好機である。学校教育における文化活動等を通じて，文化に対する理
解を深め，豊かな感性を育むために必要な施策を講じる。 

 
⑦文化ボランティア活動の支援 
市は，文化ボランティア活動が文化芸術振興の上で大きな役割を果たす可

能性を有していることを正しく認識し，文化ボランティア活動を支援し，市
民の文化芸術活動を活発にするために必要な措置を講じる。 

 
（３）文化芸術交流の促進 

①情報の収集・調査研究及び提供 
文化芸術活動の活性化を図る上で，文化芸術に関する情報の伝達，蓄積が

大きな意味を持つことを踏まえて，市は，文化芸術活動の促進に資するため，



 

文化芸術に関する情報を収集し，広く市民に提供するために必要な措置を講
じる。 

 
②国内外との文化芸術交流等の推進 
文化芸術交流が異なる文化の間での相互理解を促し，新しい文化芸術の創

造に資する上で大きな役割を果たしていることを踏まえて，市は，国内はも
とより，国外との文化芸術等の交流を促進するため，文化芸術活動や文化芸
術資源に関する情報を国内外に向けて発信するなど必要な措置を講じる。 

 
③情報通信技術の活用 
今日，情報通信技術の急速な高度化を踏まえて，市は，文化芸術活動にお

ける情報通信技術の活用の推進を図るため，文化芸術活動に関する情報通信
ネットワークの構築，美術館等における情報通信技術を活用した展示への支
援その他の必要な施策を講じる。 

  
（４）文化芸術環境の向上とその活用 

①次世代に文化芸術を伝えるシステムの構築 
優れた文化芸術を次の世代にしっかりと継承していくためには，そのため

の仕組が必要である。従来は，家元制度や師弟関係が担っていたこの役割を
システム化し，京都の文化芸術を次世代へ伝えていくために必要な施策を講
じる。 

 
②文化財の保護及び活用 
京都は多数の優れた文化財を守り伝えてきた。これらの先人の築いてきた

成果を文化芸術振興に役立て，将来に向けて有効に活用していくために必要
な施策を講じる。 

  
③京都の風土・景観の継承，保全，創造 
京都の美しい風土・景観が京都ならではの文化芸術を育む上で不可欠な役

割を果たしてきたことを踏まえ，市は，京都の風土・景観を将来に向けて継
承してゆけるよう，必要な施策を講じる。  

  
④文化芸術施設の充実及び活用 
京都においては，時代ごとに市民のニーズに応じた文化芸術施設が設置さ

れてきた。今後とも市においては，各施設の設置目的に応じて，市民や芸術
家の活動を支援する自主事業の展開や，専門職員の配置・育成等運営体制の



 

強化など，施設の活性化を図るために必要な措置を講じる。 
 
（５）文化芸術と産業の連携 

①文化芸術と産業の連携による相互の振興 
芸術と技術は本来密接な関連を有している。特に伝統産業や先端技術産業

は文化芸術の活性化に貢献しており，産業の活性化を図る上でも芸術的な視
点を取り入れていることが重視されている。文化芸術と産業との連携を強化
し，相互の振興を図る上で，必要な措置を講じる。 

  
②メセナ活動の活性化 
個人や民間の企業によるメセナ活動は，文化芸術活動の振興において大き

な役割を果たしている。市は，メセナ活動の活性化を図るために必要な措置
を講じる。 

 
 
８ 文化芸術施策の推進方法について 
    

市は，文化芸術施策の着実な推進を図るため，文化芸術施策について助
言・協力する機関及びその他の推進体制を整備するべきである。 

 


